
四

意
匠
法
第
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
特
許
法
第
四
十
三
条
第
二
項
（
同
法
第
四
十

三
条
の
二
第
二
項
（
同
法
第
四
十
三
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）及
び
同
法
第
四
十

三
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
規
定
す
る
期
間
内
に
提
出
す
る
、
意
匠
法
第
十
五

条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
第
四
十
三
条
第
三
項
（
同
法
第
四
十
三
条
の
二
第
二
項
（
同
法
第
四

十
三
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）及
び
同
法
第
四
十
三
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
よ
り
同
法
第
四
十
三
条
第
一
項
（
同
法
第
四
十
三
条
の
二
第
二
項
（
同
法

第
四
十
三
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）及
び
同
法
第
四
十
三
条
の
三
第
三
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
同
法
第
四
十
三
条
の
二
第
一
項
（
同
法
第
四
十
三
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）又
は
同
法
第
四
十
三
条
の
三
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
優
先
権
の

主
張
の
基
礎
と
し
た
出
願
の
番
号
を
記
載
し
た
書
面

五

意
匠
法
第
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
特
許
法
第
四
十
三
条
第
二
項
（
同
法
第
四
十

三
条
の
二
第
二
項
（
同
法
第
四
十
三
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）及
び
同
法
第
四
十

三
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
規
定
す
る
期
間
内
に
提
出
す
る
、
意
匠
法
第
十
五

条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
第
四
十
三
条
第
二
項
（
同
法
第
四
十
三
条
の
二
第
二
項
（
同
法
第
四

十
三
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）及
び
同
法
第
四
十
三
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
よ
り
提
出
す
べ
き
、
最
初
に
出
願
を
し
、
若
し
く
は
パ
リ
条
約
第
四
条
Ｃ

の
規
定
に
よ
り
最
初
の
出
願
と
み
な
さ
れ
た
出
願
を
し
、
若
し
く
は
同
条
Ａ

の
規
定
に
よ
り
最
初
に
出

願
を
し
た
も
の
と
認
め
ら
れ
た
パ
リ
条
約
の
同
盟
国
の
認
証
が
あ
る
出
願
の
年
月
日
を
記
載
し
た
書
面
、
そ

の
出
願
の
際
の
書
類
で
願
書
及
び
図
面
に
相
当
す
る
も
の
の
謄
本
若
し
く
は
こ
れ
ら
と
同
様
な
内
容
を
有
す

る
公
報
若
し
く
は
証
明
書
で
あ
つ
て
そ
の
同
盟
国
の
政
府
が
発
行
し
た
も
の
又
は
第
十
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
特
許
法
施
行
規
則
第
二
十
七
条
の
三
の
三
第
三
項
に
規
定
す
る
事
項
を
記
載
し
た
意
匠
法
第
十
五
条
第

一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
第
四
十
三
条
第
五
項
（
同
法
第
四
十
三
条
の
二
第
二
項
（
同
法
第
四
十
三

条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）及
び
同
法
第
四
十
三
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。）に
規
定
す
る
書
面

９

複
数
意
匠
一
括
出
願
手
続
に
つ
い
て
パ
リ
条
約
の
同
盟
国
若
し
く
は
世
界
貿
易
機
関
の
加
盟
国
又
は
意
匠
法

第
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
第
四
十
三
条
の
三
第
二
項
の
特
定
国
に
お
い
て
優
先
権
を
主
張

す
る
た
め
の
書
類
に
つ
い
て
証
明
書
の
交
付
を
請
求
す
る
者
は
、
そ
の
主
張
を
す
る
旨
及
び
出
願
を
し
よ
う
と

す
る
国
の
国
名
を
記
載
し
た
書
面
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
特
許
庁
長
官
は
、

特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
優
先
権
を
主
張
す
る
た
め
の
書
類
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き

る
。

﹇
新
設
﹈

10

特
許
庁
長
官
が
複
数
意
匠
一
括
出
願
手
続
に
つ
い
て
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の
と
認
め
た
と
き
は
、

当
該
手
続
に
よ
り
提
出
さ
れ
る
意
匠
登
録
出
願
に
つ
い
て
第
十
九
条
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る

特
許
法
施
行
規
則
第
二
十
八
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。

﹇
新
設
﹈

一

意
匠
法
第
六
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
第
七
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
又
は
同
法
第

九
条
の
規
定
を
満
た
す
と
き

二

意
匠
法
又
は
同
法
に
基
づ
く
命
令
で
定
め
る
方
式
を
満
た
す
と
き

三

第
六
項
の
手
数
料
が
納
付
さ
れ
た
と
き

四

第
五
項
第
六
号
に
規
定
す
る
記
載
を
し
た
場
合
又
は
第
八
項
第
一
号
に
規
定
す
る
書
面
を
提
出
し
た
場
合

は
、
複
数
意
匠
一
括
出
願
手
続
の
日
か
ら
意
匠
法
第
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
期
間
が
経
過
し
た
と
き

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報


		2021-03-30T15:08:14+0900
	C＝JP,O＝Japanese Government,CN＝Ministry of Finance
	NationalPrintingBerau
	（なし）




